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１．調査事業                                   

【１】路線バス代替実証運行（社会実験）   予算：2,124 千円             

「度津線」、「宿根木線」の代替交通として、約３ヶ月間バス路線を休止し、デ 

マンド交通の実証運行を実施し、地域ニーズの把握と運行管理体制に関する調

査を実施する。 

 

★調査のポイント 

 ①今現在、通院や通学等で定期的にバスを利用される人を取りこぼさない。 

  →現行の定時定路線の運行形態も一部は残すことを想定。 

 ②自宅からバス停留所までの距離が遠い利用者の利便性を高める。 

  →潜在的なバス利用の需要を把握する。 

 ③運行コストの縮減を図る。 

  →事前予約又は利用登録することで、需要に応じた効率的な運行体制を構 

築する。 

  ※予約制を導入することで、公共交通に対する住民意識が高まりを期待 

 

事事業概要                               

 ■運行主体  佐渡市地域公共交通活性化協議会（市直営） 

 ■運行形態  定時、定ポイント運行を基本とした事前予約制 

 ■運行区間  ①度津線の運行エリア 

         外山～上川茂～下川茂～滝平～大崎～飯岡～羽茂 

        ②宿根木線の運行エリア 

         小木～宿根木～深浦～沢崎～江積～木流～小比叡 

 ■運行期間  令和２年９月～１１月（約３ヶ月間） 

 ■使用車両  ワゴン型（９人乗り） 

 ■運  賃  １乗車１人につき２００円 

 ■運行管理  佐渡市交通政策課 

        （予約受付窓口は外部委託を予定）  
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【２】学生ワイドフリー定期券（社会実験）  予算：2,400 千円          

  平成 29年度に高校生及びその保護者向けに実施した公共交通アンケートの

結果により、「路線バスでの通学費」が高いことから公共交通を利用してないと

いう意見が多くあった。これまでの学生割引定期券に、新たな定期券を加える

ことにより、「学生の通学費軽減」「利用者の増加」を図る。 

事事業概要                                      

 ■実 施 期 間  令和２年４月１日（水）～令和３年３月 31 日（水） 

 ■販 売 窓 口  新潟交通佐渡株式会社 各窓口 

         （くれよん佐渡・両津営業所・両津観光案内所・相川観光 

案内所・羽茂営業所） 

 ■対 象 者  佐渡市内の中学生・高校生・専門学校生 

 ■金 額  月額 12,000円（１ヵ月定期券のみ） 
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２．公共交通利用促進事業                                   

【１】路線バス乗り方教室          予算：100千円           

 ■目 的  保育園児を対象に路線バスの乗り方教室を実施し、園児及びそ 

の保護者等からバスへの関心を深めてもらい利用促進につなげ 

る。 

 ■日 程  令和２年９月１７日（木）、１８日（金）  

 ■対 象  公募により募集する４園程度の園児 

 ■内 容  ・路線バスの乗り方説明 

       ・路線バス乗車体験 

       ・運転席体験 

       ・記念撮影 

       ・記念品配布 など 

       

【２】「病院乗り入れ便」チラシ        予算：164 千円             

 ■目 的  佐渡総合病院のバスロータリーの供用開始後、路線バスの利便 

性向上が図られていることから、市民へ利用促進を図るために 

配布する。 

 ■内 容  12 月（冬）、４月（春）の路線バス時刻表の改正に併せて、市 

内全戸へ配布。（24,000 部） 

 

【３】スクールバス混乗            予算：50千円             

人口減少等により路線バスの利用者も年々減少しており、バス路線の維持が

困難となってくる。そのため、小学校登下校に運行しているマイクロバス等の

空き状況を活用し、地域住民の混乗を行う。 

事事業概要                                      

■運 行 区 間  ①下黒山、静平→真野小学校→真野新町バス停留所→真野 

みずほ病院 

②木流→井坪→小比叡→小木小学校→小木バス停留所→南 

佐渡中学校→羽茂高校前バス停留所 

■運 行 期 間  令和２年４月 1日～令和３年３月３１日 ※休校日は運休 
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■運 行 形 態  事前予約による運行。予約は利用の前日（前日が土日祝日 

の場合は直前の平日）の午後 1時までに佐渡市交通政策課 

に電話をして予約する。利用の際は、「スクールバス混乗 

利用登録証」を運転手に提示する。※事前登録制 

■運行委託者  スクールバスの運行委託者 

■運 行 時 刻  小中学校へのスクールバス運行に地域住民が混乗するもの 

で、各学校の運行時刻に合わせ調整する。 

■使 用 車 両  スクールバスに使用する車両 

（①運転手含み８人乗り、②25人乗り） 

■運   賃  無料 

 

３．観光二次交通事業                                   

【１】観光二次交通の確保                     

 観光施設へ路線バスを迂回・延伸し、観光客等の利便性向上を図る。 

  

■運行期間  令和２年４月１日～11 月 30日（土・日・祝日運行） 

■対象路線  本線（佐渡金山、佐渡郷土博物館、佐渡奉行所） 

       南線（トキの森公園、大膳神社、妙宣寺、国分寺、佐渡歴史 

伝説館） 

        小木線（西三川ゴールドパーク、佐渡歴史伝説館） 

        七浦海岸線（尖閣湾達者、尖閣湾揚島） 

 

【２】利用促進ＰＲ             予算：465千円    

 観光二次交通路線の利用促進及びフリー乗車券の販売促進を図るため、パン

フレット、のぼり、ＳＮＳ等を活用したＰＲ活動を行う。 

 

 ■各種広告物等の制作  ・フリー乗車券の販売促進 

             ・観光二次交通パンフレット・ポスターの制作 

             ・ＳＮＳ等を活用した情報発信  など 


